
平成™�年�月™œ日 水曜日 (号外第˜›˜号)官 報

六

第
六
条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
十
一
条
の
規
定
、
第
十
五
条
中
国
民
健
康
保
険
法

第
五
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第
六
号
の
改
正
規
定（「
同
法
第
八
条
第
二
十

四
項
」
を
「
同
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
法
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、

第
十
六
条
中
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定（「
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、」の
下
に
「
地
域
密
着
型

通
所
介
護
若
し
く
は
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
二

号
の
改
正
規
定（「
規
定
す
る
通
所
介
護
」
の
下
に
「
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
同

法
第
二
十
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定（「
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、」の
下
に
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
若
し
く
は
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）及
び
同
法
第
二
十
条
の
八
第
四
項
の
改
正
規
定（「
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
の

下
に
「
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十
八
条
中
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
五
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定（「
同
法
第
八
条
第
二
十
四
項
」
を
「
同
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
同
法
附
則
第
二
条
及
び
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
二
条
の
規

定
並
び
に
附
則
第
二
十
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
二
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
並
び
に

第
四
十
九
条
の
規
定
、
附
則
第
五
十
条
中
国
有
財
産
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二

条
第
二
項
第
四
号
ロ
の
改
正
規
定（「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、」の
下
に
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
若
し
く
は
」
を
加
え
る

部
分
に
限
る
。）、
附
則
第
五
十
二
条
中
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
別
表
第
三
の
二
十

四
の
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
、
附
則
第
五
十
九
条
の
規
定
（
第
三
号
に
掲

げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
六
十
条
の
規
定

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日

七

第
六
条
中
介
護
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十

一
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
八
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
の
二
か
ら
第
八
十
五
条
ま
で
、
第
百
十

五
条
の
三
十
五
及
び
第
百
八
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定

平
成
三

十
年
四
月
一
日

（
医
療
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
臨
床
研
究
中
核
病
院
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る

者
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
新
医
療
法
第
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
六
月
間
は
、

適
用
し
な
い
。

第
六
条

第
五
号
新
医
療
法
第
六
条
の
十
及
び
第
六
条
の
十
一
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
次
条
及
び
附
則
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
第
五
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
の
死
亡
又
は
死
産
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

第
七
条

第
五
号
新
医
療
法
第
六
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行

為
は
、
第
五
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
並
び
に
第
五
号
新
医
療
法
第
六
条
の
十
八
及
び
第
六
条
の
十
九
第
一

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
十
条
に
お
い
て
「
第
二
号

施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
第
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
号
旧
医
療
法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
第
二

号
旧
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
医
療
計
画
は
、
第
二
号
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
医
療
計
画
が
第
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の

医
療
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
二
号
新
医
療
法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又

は
医
療
計
画
が
第
二
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
号
新
医
療

法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
）
は
、
第
二
号
新

医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
第
二
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り

変
更
さ
れ
た
医
療
計
画
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
第
二
号
旧
医
療
法

第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
若
し
く
は
第
二
号
旧
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変

更
さ
れ
た
医
療
計
画
又
は
第
二
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
若
し
く
は
第
二
号

新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
医
療
計
画
は
、
第
三
号
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
（
当
該
医
療
計
画
が
第
三
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又
は
医
療
計
画

が
第
三
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第
三
号
新
医
療
法
第
三
十
条

の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
）
は
、
第
三
号
新
医
療
法
第
三

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
第
三
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た

医
療
計
画
と
み
な
す
。

３

第
二
号
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
定
め
ら
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
医
療
計
画
に
つ
い

て
の
第
二
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
三
年
」
と
あ
り
、
及
び
同

条
第
二
項
中
「
六
年
」
と
あ
る
の
は
、「
五
年
」
と
す
る
。

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
必
要
に
応
じ
、
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
状

況
等
を
勘
案
し
、
更
な
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
第
四
条
の
規
定
（
前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
「
第

五
号
新
医
療
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
事
故
調
査
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
医
療

事
故
調
査
」
と
い
う
。）の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
及
び
第
五
号
新
医
療
法
第
六
条
の
十
五
第
一
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）へ
の
第
五
号
新
医
療
法
第
六
条
の
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
医
療
事
故
の
報
告
、
医
療
事
故
調
査
及
び
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
等
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
二
年
以
内
に
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

政
府
は
、
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
等
に
伴
い
、
介
護
関
係
業
務
に
係
る
労
働
力
へ
の
需
要
が
増

大
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
介
護
関
係
業
務
に
係
る
労
働
力
の
確
保
の

た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

４

政
府
は
、
前
三
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。）の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、

改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的

な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
整
備
法
」
と
い
う
。）第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
旧
整
備
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
に
つ
い
て
は
、
旧
整
備

法
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
旧
整
備
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
整
備
計
画
に
掲
載
さ
れ
た
同
条
第
二

項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
旧
整
備
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
同

日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条

医
療
機
関
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
、
第
四
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る

改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
「
第
三
号
新
医
療
法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
の
四
第
二
項
第

七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
第
三
号
新
医
療
法
第
三
十
条
の

六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
医
療
介
護

総
合
確
保
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
確
保
方
針
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
地
域
に
お
け
る
医

療
の
確
保
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
新
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計

画
に
お
い
て
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
新
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
六
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
事

業
と
み
な
し
て
、
新
医
療
介
護
総
合
確
保
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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